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運営規程は事業者出入口に掲示等を行い、利用者が職員に申し出
なくても閲覧できるようにすること

○ 食堂入口の掲示スペースに運営規定を掲示した。

法人の運営規程に虐待防止に関する担当者を置く規定を追加する
こと

○  運営規定に担当者の記述を加えた。

個別支援計画
モニタリング記録、原案、担当者会議記録は、各々別に作成し保
管すること

○

作業日報を刷新して就労支援実績記録表として運用
できるようにした。
８年３月度更新の個別支援計画より面談の記録等と
個別支援計画の保管方法をあらためた。

サービス提供記録
利用・支援の都度従業者が記録し、利用者が確認する形になるよ
う記録の方法を整理すること ○

作業日報を刷新して就労支援実績記録表として運用
できるようにし毎日利用者にサインをもらえるよう
様式を変更した。

食事提供体制加算

令和6年10月以降の食事提供加算は、施設外での調理提供の条件
を満たしていないため、市町村に過誤報告を行い該当加算の全額
を返還すること

○
２月より食事提供加算を廃止した。
3/23付けで過誤申し立てを各市町村に送付した。

欠席時対応加算
欠席時対応の記録保管がされていないため不適正。市町村に過誤
報告を行い該当加算の全額を返還すること

○ 3/23付けで過誤申し立てを各市町村に送付した。
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